
民衆から自由を奪い  戦争へつながった 

｢二・四事件｣に学ぶ長野集会 
                                 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 事前申し込み制   ★申し込み方法は裏面をご覧ください。 

【問い合わせ先】 長野県教職員組合（担当：岩下） TEL 026-235-3700 

  

〇新型コロナウィルス感染予防対策をして集会を実施します。（オンライン併用） 

○マスク着用をお願いします。体調の優れない方、発熱のある方は会場での参加をお断りします。 

○長野県内の感染警戒レベルによって、会場の人数を制限させていただくことがあります。  

 

■主催■   「二・四事件」に学ぶ長野集会実行委員会  
長野県教職員組合  長野県高等学校教職員組合 

治安維持法国賠同盟長野県本部  長野県私立学校教職員組合連合  

■後援■ 長野県教育委員会、長野市教育委員会、信濃毎日新聞社、朝日新聞長野総局、 

毎日新聞長野支局、読売新聞長野支局、中日新聞社、長野市民新聞社、週刊長野新聞社 

 
 

碓田のぼる  
1928年生まれ。千曲市出身。

歌人、啄木研究家。元全国私

教連委員長。現千葉県在住。        

1933(昭和8)年2月4日に始まる、治安維持法による長野県下

の弾圧事件＝「二・四事件」から89年が経過しました。 

私たちは、この事件について、これまで県下各地で21回の集

会を重ねてきました。（2021年はコロナ禍のため延期） 

今回は、千曲市出身の碓田のぼるさんに、長年にわたって調

査されてきた「二・四事件」で弾圧された人々について講演し

ていただき、この事件について考えることにしました。                              

多くの皆さんのご参加をいただき、ともに考え合う機会にし

たいと思います。 

日時  2022年３月６日(日) 午後1:30～4:40 
１ 開会行事                   （午後1:00 開場） 

２ 講 演 

   「二・四事件」を重く背負って生きた人たち 

      碓田のぼる（歌人、教育運動家）   

３ 質疑・討論 

テーマ：「二・四事件」に何を学ぶか 

４ 閉会行事 （閉会 午後4:40） 
         

会場  長野県教育会館３階ホール（〒380-0846 長野市旭町1098） 

 
【当日の駐車について】 教育会館の駐車場が満車の場合は、合同庁舎・県庁の駐車場も使用できます。 
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資料代 500円

（） 



     
「二・四事件」と碓田のぼるさん 
歌人、教育運動家の立場からのアプローチ 

碓田のぼるさんは、長年にわたって「二・四事件」で弾圧された教師たちについて、その短

歌や手紙など書き記されたものや事跡をたどる調査をもとに、その想い、人柄、生きざまに深

く迫ってきました。人と人のつながりや、弾圧された人々が「二・四事件」後にどう生きたか

にも着目するという、従来の観点と異なる切り口から「二・四事件」を見つめています。今回

は、今村治郎・波子夫妻、奥田美穂、藤原晃、立澤千尋に焦点をあてながら「二・四事件」を

一時代の一つの記憶だけにしない認識などにふれてお話しいただきます。 
 

この集会では 
  講演を受けて、戦前と政治的な状況が似てきたといわれる現在、「二・四事件」から何を学び、

どう活かしていったらよいのかを参加者の皆さんとともに考え合いたいと思います。 

また、「二・四事件」で弾圧された人々がどのように生きたのか、その生きざまに学び、顕彰や

名誉回復に取り組む糸口にしたいと思います。 

                                                      

参加申込票（FAX送信票）  ※事前申し込み制です。締切：2月 24日（木） 

お名前 ご住所 〒 

 

希望する参加方法 

 

□会場（長野県教育会館）での参加を希望する 

□オンラインでの参加を希望する 

□会場での参加を希望するが、オンラインにも対応可能 

連絡先 TEL 

連絡先 E-mail 

 
【申込先】 長野県教職員組合（担当：岩下） ＦＡＸ：０２６－２３４－６２６０  

E-mail： jousen＠ntu-net.com 
※できるだけ FAXまたはメールでお申し込みください。 

※電話での申し込みは 026-235-3700 （午前 9：00～午後 5：00／土・日・祝日を除く）  

「二・四事件」とは？ 

「二・四事件」とは、1933（昭和8）年2月4日に始まる、

ファシズムと戦争に反対し平和と民主主義のために活動

した長野県下の多くの教師・労働者・農民・社会主義

者・青年たちが、悪名高い治安維持法によって弾圧され

た事件です。 

  この事件では、「教育県長野」といわれた長野県の230

人にもおよぶ教員が弾圧されたことから、意図的に「長

野県教員赤化事件」として全国的にセンセーショナルに

宣伝されました。しかし実態は、農民・労働運動や子ど

もたちに寄りそった教育運動など、今日から見れば良心

的な行動や運動を治安維持法違反として弾圧し、社会運

動全体を壊滅させようとしたものでした（総検挙者608

人）。「二・四事件」は、長野県民を侵略戦争へと駆り立

て、全国一となる多くの満州移民や満蒙開拓青少年義勇

軍を送り出す端緒となりました。    新刊『続・1930年代「教労運動」とそ

の歌人たちー治安維持法犠牲者とその

遺族ー』（本の泉社）と合わせて当

日販売いたします。 

 

mailto:jousen@ntu-net.com

